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力昼生活館・力昼神社の除排雪
　番屋の沢川砂防工事２工区を実施している橋場産業株式会社（奥
山和彦代表取締役）と同工事１工区を実施している堀松建設工業株
式会社（堀松一郎代表取締役社長）が昨年の12月28日（水）に力昼
生活館と力昼神社の除排雪を地域社会貢献事業で実施した。
　例年より積雪が多く、特に年始を前に神社が利用できるか心配し
ておりましたが、お陰で雪も取り除かれ地域住民も神社と会館を利
用することができました。
　また、１月18日（水）には橋場産業株式会社が再度力昼生活館前
の除排雪を実施していただきました。
　ありがとうございました。

苫前町野球場の雪割り作業
　橋場産業株式会社（奥山和彦代表取締役）が３月31日（土）に町
野球場の雪割り作業を地域社会貢献事業で実施した。
　なかなか融雪が進まないことから、５月１日のオープンまでに雪
解けが進むかどうかを憂慮していましたが、重機による雪割りを実
施していただいたお陰でこれから融雪も進み、１日も早くグランド
が使えるようになると思います。
　ありがとうございました

地域社会貢献事業　～まちの施設を整備していただきました～

消火器による事故防止について
Ｑ：古い消火器はどのように
処分したらよいですか？

Ａ：消火器の取扱店・購入店
や消火器の点検を行って
いる業者に依頼して下さ
い。（有料となるので業
者に問い合せ願います）

火事・救急は１１９番！ 北留萌消防組合苫前支署　☎ 64-2321
古丹別支署　☎ 65-4119

ファイヤー通信
　ある町の駐車場で古い消火器が破裂し、破片が小学生の頭に直
撃して意識不明の重体となる事故が発生しています。
　消火器本体にサビや腐食が発生している場合(特にキャップや底
にサビは要注意！ )や、変形がある場合は思わぬ破裂事故を招く恐
れがあります。正しい管理を行って下さい。
●事故防止のポイント
　①定期的に点検を実施して維持管理を適正に行ってください。
　②サビや腐食の発生が見られる消火器は使用しないで下さい。
　③不用な消火器は屋外等に放置せず、適切に廃棄処分を行って下さい。

●「フレッツ光」にすることでもっと便利になります
　　①ひかり電話とセットで申し込むことにより、電話代がお安くなります。
　　②フレッツテレビに申し込むことで、アンテナ不要でＢＳ、カラオケ、地上デジタル放送が楽しめます。
　　　例えば、専門チャンネルでパリーグの試合中継で北海道日本ハムファイターズ戦も視聴が可能に！
　　　（※各サービスを利用するには別途利用料がかかるものもあります）
●料金の比較例（ＡＤＳＬとフレッツ光）

総務財政課情報管理係(☎６４－２２１１)

苫前町にフレッツ光を誘致しよう！

※利用内容により、料金は異な
ります。また、初期費用が別
途かかります。

※インターネット利用の場合、
プロバイダによって料金が変
わります。

区　　分
フレッツＡＤＳＬ

モアⅡ
（モデムレンタル含む）

フレッツ光ネクスト
ひかり電話に加入

（にねん割適用の場合）
インターネット利用料金 ３, ４５４. ５円 ４, ７２５円
電話基本料金 １, ２０７. ５円 ５２５円

計 ４, ６６２円 ５, ２５０円

★
★

★
★

　苫前町での通信環境は一部ＡＤＳＬが利用できる環境ですが、更なる通信環境の
整備としてＮＴＴ東日本の超高速通信「フレッツ光」の誘致活動を実施しています。
　「フレッツ光」の誘致には、定められたエリア内の事業所・住民等から目標とする
申込数を平成24年７月までに収集する必要があるため、現在、仮申込みなどの事務
を進めていますので、光回線の導入を考えているご家庭のご協力をお願いします。
　※詳細は、回覧でお知らせします。

対象となるエリアは次のとおりです。
　苫前市街地、古丹別市街地、港地区、栄浜地区、三豊地区
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な
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。
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４
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０
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金

広げよう 地域に根ざした 思いやり ～私たち民生委員児童委員の“あい言葉”です～
　民生委員児童委員は、地域の誰もが幸せで安心した生活をおくれるように応援します。
　何か心配ごとがありましたら民生委員児童委員にご相談ください。民生委員児童委員
の中には、子どものことを専門に担当し、活動する「主任児童委員」もいます。
　いずれも任期は３年間です。 －もちろん個人の秘密は守ります。

“青い門標”は
民生委員児童委員
の目印です。

こんなとき民生委員児童委員へ

しあわせ応援ネットワーク　道民児連

○毎日の介護で困っていること
○福祉サービスの利用に関する
　こと
○介護保険制度に関すること
○その他

在宅生活に関すること

○結婚、離婚に関すること
○親子関係に関すること
○扶養に関すること
○相続に関すること
○その他

家族関係のこと

○近所付き合いに関すること
○生活福祉資金など各種貸付
　制度の利用に関すること
○生活保護に関すること
○町内の危険箇所に関すること

暮らしのこと

○育児やしつけに関すること
○いじめや不登校のこと
○学校生活の悩みに関すること
○児童虐待に関すること
○その他

育児・教育のこと

p8.indd   8 2012/05/01   18:50:39



9 頁広報とままえ　５月号

学びの広場

～あなたの学びを応援します～

苫 前 町 公 民 館
☎ 6 5 - 4 0 7 6　　FAX 6 5 - 3 2 2 0
Email:shakaikyoiku@town.tomamae.lg.jp

文化施設・スポーツ施設オープン

■苫前町郷土資料館
開館期間　５月１日～10月31日
開館時間　10：00 ～17：00
入 館 料

※小学校就学前児童無料

休 館 日　月曜日（夏休み期間は無休）
　　　　　※月曜日が祝日の場合は火曜日が休館日

■苫前町B&G海洋センタープール
開館期間　６月１日～９月30日
開館時間　午前10：00 ～12：00　午後13：00 ～17：00
　　　　　夜間18：00 ～20：30
入 館 料

休 館 日　月曜日（夏休み期間は無休）
　　　　　※月曜日が祝日の場合は火曜日が休館日

区　分 小、中学生 高校生・一般

個
人
町 内 50円 100円
町 外 100円 300円

団　体 10人以上3割引（10円未満切捨）
区 分

小中学生 高校生 一　般
１回 シーズン １回 シーズン １回 シーズン

町 内 50円 500円 100円 1,000円 200円 2,000円
町 外 100円 500円 200円 1,000円 300円 3,000円

■苫前町野球場
開館期間　５月～10月
開館時間　９：00 ～21：00
夜間照明使用料　20分310円

■パークゴルフ場（苫前･古丹別）
開館期間　５月～10月
開館時間　６：30 ～日没
用具貸出　スポーツセンター、苫前町郷土資料館

チャレンジデーとは？
５月の最終水曜日の午前０時から午後９時までの
間、15分間以上の運動を行った人の参加率を競い合
う住民参加型スポーツイベントです。参加率とは以
下のとおりです。
参加者数÷人口（平成24年２月現在の人）

○参加対象　苫前町内にいる全ての人
※町外の通勤者、観光客も対象となり
ます。

○実施種目　15分以上継続して身体を動かしていれ
ば、運動・スポーツの種目は問いません。

○実施場所　苫前町内であればどこでもＯＫ！
　
※報告方法など詳細は、町内回覧にてお知らせします。

24 年５月 30日 ( 水 ) 開催

対戦自治体 ～ 宮崎県諸塚村（８回目）

「スポーツの力で日本を元気に !」「スポーツの力で日本を元気に !」「スポーツの力で日本を元気に !」

諸塚村（もろつかそん）
九州山脈の中に位置し、諸塚山を中心とする標高
1,000ｍ級の山岳に囲まれた村で、村の95％を山
林が占め、豊富な森林資源を生かした木材、椎茸の
産地として知られています。今回で８回目の参加。

フラワースマイル事業のお知らせ
　小さな子どもから、おじいちゃんやおばあちゃん
までの違う世代が協力して花を植え、町を花でいっ
ぱいにする事業です。
日　時　５月26日（土）午前10時～
場　所　古丹別：苫前町公民館
　　　　苫　前：郷土資料館　　　
内　容　古丹別：古丹別西２条線の花壇への花植

苫　前：古代ロマンロード（苫前小学校前
及び郷土資料館付近）のプランターと花壇
への花植

※参加を希望される方は、５月21日（月）までに
苫前町公民館へ申込みしてください。

苫前町公民館のエントランスホールに
あなたの作品を飾ってみませんか？
～エントランスホール（ロビー）作品展～

　日頃活動しているサークルや、個人で趣味を持っ
ているみなさんの小物や写真など、お気に入りの作
品を飾ってみてはいかがでしょうか？
　内容や作品の数量に限定はありませ
ん。お気軽に公民館までご連絡下さい。
　また、展示中の作品内容や期間は、
苫前町のホームページで紹介します。
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